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諮問庁：文部科学大臣 

諮問日：平成３０年２月６日（平成３０年（行情）諮問第６９号） 

答申日：平成３０年５月１０日（平成３０年度（行情）答申第４１号） 

事件名：特定日付け記者会見想定の一部開示決定に関する件  

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

  特定日付け記者会見想定（以下「本件対象文書」という。）につき，そ

の一部を不開示とした決定については，審査請求人が開示すべきとする部

分を不開示としたことは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成３０年１月１８日付け２７受文科

初第４３８３号により，文部科学大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」と

いう。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）を取り消し，

審査請求人が開示を求める部分の開示を求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

  法５条６号に該当しない。    

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 審査請求に係る行政文書について 

   本件審査請求に係る行政文書は，特定日付け記者会見想定（本件対象文

書）である。 

   本件対象文書につき，法５条１号及び６号に基づき不開示（原処分）と

したところ，審査請求人から，原処分の取消しを求める旨の審査請求がさ

れたところである。 

２ 不開示情報（法５条６号）該当性について 

本件対象文書には，行政機関の「直通電話番号」及び「内線番号」が記

載されているところであるが，これらについては，次に掲げる理由から法

５条６号本文に該当する。 

すなわち，行政機関の直通電話番号及び内線番号については，公にされ

ておらず，仮に公にした場合，いたずらや偽計等に使用されるおそれがあ

るため，「その他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれ」がある。 
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したがって，本件対象文書の不開示部分に記録されている行政機関の

「直通電話番号」及び「内線番号」は，いずれも法５条６号本文所定の情

報に該当するというべきである。 

３ 原処分に当たっての考え方について 

文部科学省においては，本件対象文書の不開示部分のうち審査請求人が

開示を求める部分に記録されている情報は，法５条６号所定の情報に該当

するため，原処分の決定を行ったところであり，審査請求人の請求は理由

がない。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  平成３０年２月６日 諮問の受理  

②  同日        諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２７日     審議 

④  同年４月２３日   本件対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年５月８日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

その一部を法５条１号及び６号に該当するとして不開示とする決定（原処

分）を行った。 

これに対して，審査請求人は，法５条６号に該当するとして不開示とし

た部分（以下「本件不開示部分」という。）の開示を求めているところ，

諮問庁は，原処分は妥当であるとしていることから，以下，本件対象文書

の見分結果を踏まえ，本件不開示部分の不開示情報該当性について検討す

る。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）諮問庁は，行政機関の直通電話番号及び内線番号については，公にさ

れておらず，仮に公にした場合，いたずらや偽計等に使用されるおそれ

があるため，その他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨説明する。 

（２）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

  ア 本件不開示部分は，行政機関の直通電話番号及び内線番号であるこ

とが認められる。 

  イ これらが公になった場合，いたずらや偽計等に使用され，当該事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする上記（１）

の諮問庁の説明は首肯できる。 

    したがって，本件不開示部分は，法５条６号柱書きに該当し，不開

示としたことは妥当である。 
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３ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号及び６号

に該当するとして不開示とした決定については，審査請求人が開示すべき

とする部分は，同号柱書きに該当すると認められるので，不開示としたこ

とは妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 


